
1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍簿・除籍簿・改正原戸籍簿・再製原戸籍簿 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 
人の親族関係の登録公証 

戸籍の公開 

記録項目 

1.本籍、2.筆頭者、3.戸籍事項、4.身分事項、5.名、6.生年月

日、7.父母氏名、8.続柄 

記録範囲 佐々町に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 各種届出（出生・婚姻等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 請求者、法務局、関係自治体 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 
別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、詳しくは、所管部署（連絡
先住民福祉課）にお問い合わせください。 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
記録項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり記録

項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり 

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍届出の確認台帳 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 届出人の本人確認記録 

記録項目 

1.本籍、2.氏名、3.生年月日 

記録範囲 佐々町に戸籍の届出を行った者 

記録情報の収集方法 各種届出（婚姻・離婚等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍受附帳 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 受付の管理、戸籍記載資料 

記録項目 

1.本籍、2.氏名 

記録範囲 佐々町に戸籍の届出を行った者 

記録情報の収集方法 各種届出（出生・婚姻等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
記録項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり記録

項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり 

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 非本籍人届書類 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 届書記載事項証明書の交付 

記録項目 

1.本籍、2.住所、3.氏名、4.生年月日、5.出生地、6.死亡地 

記録範囲 届出地が佐々町である者 

記録情報の収集方法 各種届出（出生・婚姻等） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
記録項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり記録

項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり 

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 相続税法第 58 条通知関係書類 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 相続発および相続人の通知 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.本籍、4.住所、5.死亡日時、6.届出人

氏名、7.届出人生年月日、8.続柄 

記録範囲 本町が受理した死亡届 

記録情報の収集方法 死亡届 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 税財政課 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍総合システム 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍・附票・身分証明書等の作成、戸籍の記載、附票管理等 

記録項目 

1.氏名、2.本籍、3.筆頭者、4.生年月日、5.性別、6.続柄、7.

身分事項、8.住所、9.住所人データ、10.戸籍の届出ファイル、

11.禁治産・準禁治産、12.犯歴、13.不受理申出、14.ＤＶ申出 

記録範囲 
佐々町に本籍を有する者 

届出地が佐々町である者 

記録情報の収集方法 各種届出・関係機関からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
戸籍法第 113 条から第 117 条 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
記録項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり記録

項目中「続柄」について、要配慮個人情報が一部あり 

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍証明書等交付請求書つづり 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍請求対象者の特定 

記録項目 

1.本籍、2.筆頭者、3.生年月日、4.住所、5.続柄 

記録範囲 戸籍の請求を行った者 

記録情報の収集方法 請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 住民票の管理、作成、通知 

記録項目 

1.住所、2.世帯主、3.氏名、4.生年月日、5.性別、6.本籍、7.

筆頭者、8.前住所、9.住所を定めた年月日、10.個人番号、11.

住民票コード、12.続柄 

記録範囲 佐々町の住民基本台帳に記録されている者 

記録情報の収集方法 住民異動届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 
別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、詳しくは、所管部署（連絡
先住民福祉課）にお問い合わせください。 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
住民基本台帳法第 14 条第 1 項および第 2 項 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 住民異動届 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 住民票の記載、修正、消除 

記録項目 

1.住所、2.世帯主、3.氏名、4.生年月日、5.続柄、6.電話番号 

記録範囲 住所の異動届を行った者 

記録情報の収集方法 各種届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳法第 9 条、19 条関係通知 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 住民票の記載、修正、消除 

記録項目 

1.住所、2.世帯主、3.氏名、4.生年月日、5.性別、6.本籍、7.

筆頭者、8.続柄 

記録範囲 戸籍届出により住民票に変更が生じた者 

記録情報の収集方法 関係自治体からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 関係自治体 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 戸籍の附票 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 戸籍の附票証明 

記録項目 

1.本籍、2.筆頭者、3.名、4.生年月日、5.性別、6.住所 

記録範囲 佐々町に本籍を有する者 

記録情報の収集方法 関係自治体からの通知、住民異動届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 住民票等交付請求書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 住民票請求者等の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日 

記録範囲 住民票等の請求を行った者 

記録情報の収集方法 請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録申請書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録申請者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別、5.世帯主 

記録範囲 印鑑登録申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録亡失・廃止申請書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 亡失・廃止申請者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別、5.世帯主 

記録範囲 印鑑登録の廃止、登録証を亡失した者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録照会書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録申請者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名 

記録範囲 印鑑登録申請を行った者、およびその代理人 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 印鑑登録証明書交付請求書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 印鑑登録証明書請求者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名 

記録範囲 印鑑登録証明の請求を行う者 

記録情報の収集方法 請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 
別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、詳しくは、所管部署（連絡
先住民福祉課）にお問い合わせください。 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 死体（胎）埋葬・火葬許可申請書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 埋・火葬許可証の発行 

記録項目 

1.本籍、2.住所、3.氏名、4.生年月日、5.性別、6.死因、7.死

亡年月日、8.死亡場所、9.火葬場所、10.申請人住所、11.申請

人氏名、12.続柄 

記録範囲 死亡した者および、埋葬・火葬許可の申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 人口動態調査票 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 人口動態の統計 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.国籍、5.性別、6.出生地、7.

出生体重、8.単胎・多胎、9.死亡地、10.死因、11.死亡時間、

12.出生時間 

記録範囲 
出生、婚姻、離婚、死亡、死産した者で、佐々町に戸籍の届出

をされた者 

記録情報の収集方法 各種届出 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 保健所 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード交付申請書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カード申請者の特定 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.電話番号、5.暗証番号 

記録範囲 個人番号カードの申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 送付先情報ファイル 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 送付先情報設定した者の特定 

記録項目 

1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.性別 

記録範囲 送付先情報の設定を行う者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号指定請求書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号指定請求者の特定 

記録項目 

1.個人番号、2.生年月日、3.性別、4.氏名、5.住所、6.電話番

号、7.代理人氏名、8.代理人住所、9.続柄 

記録範囲 個人番号指定の請求を行う者 

記録情報の収集方法 請求者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 通知カード返戻管理簿 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 通知カード返戻者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名 

記録範囲 通知カードを返戻した者 

記録情報の収集方法 返戻郵便物 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 通知カード各種申請書（再交付・表面記載事項変更・紛失届等） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 通知カードに係る各申請者の特定 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別、5.電話番号 

記録範囲 通知カードに係る各申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード発行一覧表 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードと一覧表の照合 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日 

記録範囲 個人番号カードが発行された者 

記録情報の収集方法 国からの通知 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カード交付対象者への通知 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日 

記録範囲 個人番号カードの交付を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 
個人番号カード各種申請書（暗証番号変更・券面記載事項変更・

紛失等） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードに係る各申請を行う者の特定 

記録項目 

1.個人番号、2.生年月日、3.性別、4.氏名、5.住所、6.電話番

号、7.代理人氏名、8.代理人住所、9.続柄 

記録範囲 個人番号カードに係る各申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 電子証明書各種申請書（新規発行・更新等） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カード搭載の電子証明書に係る各申請者の特定 

記録項目 

1.個人番号、2.生年月日、3.性別、4.氏名、5.住所、6.電話番

号、7.代理人氏名、8.代理人住所、9.続柄 

記録範囲 個人番号カード搭載の電子証明書に係る各申請を行う者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード管理簿 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの発行・交付・申請状況の管理 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別 

記録範囲 個人番号カードの発行・交付・申請した者 

記録情報の収集方法 申請者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 住民班 

個人情報ファイルの名称 個人番号カード・住民基本台帳カード関係システム（統合端末） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課住民班 

個人情報ファイルの利用目的 
個人番号カード、住民基本台帳カードの現況管理および 

各申請に伴う更新 

記録項目 

1.住所、2.氏名、3.生年月日、4.性別、5.個人番号、6.住基コ

ード、7.本籍、8.筆頭者、9.世帯主 

記録範囲 佐々町に住民記録されている者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課住民班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル ■有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 タクシー券利用助成関係（高齢者） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 高齢者外出支援タクシー申請者の管理のため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別 

記録範囲 高齢者外出支援タクシーの申請をしたも者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳関係・台帳関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳の得喪・管理のために利用する 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.手帳種別、6.手帳番

号、7.交付日、8.有効期間、9.障害等級、10.障害名 

記録範囲 身体障害者手帳を申請した者、所持した者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 佐世保こども・女性・障害者支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 療育手帳関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 療育手帳の得喪・管理のために利用する 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.手帳種別、6.手帳番

号、7.交付日、8.有効期間、9.障害等級、10.障害名 

記録範囲 療育手帳を申請した者、所持した者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 佐世保こども・女性・障害者支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 精神障害者手帳台帳関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 精神障害者手帳の得喪・管理のために利用する 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.手帳種別、6.手帳番

号、7.交付日、8.有効期間、9.障害等級 

記録範囲 精神手帳を申請した者、所持した者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 長崎こども・女性・障害者支援センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 入所・退所関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 保育所等への入所・退所児童及び保護者を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.保護者氏名、6.利用

する園、7.保育認定、8.認定期間 

記録範囲 保育所入退所児童・保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 広域入所・退所関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 保育所等への広域入所・退所児童及び保護者を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.保護者氏名、6.利用

する園、7.保育認定、8.認定期間 

記録範囲 保育所入退所児童・保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 児童手当受給者台帳 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当受給者を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.受給者氏名、6.保護

者氏名、7.手当額、8.所得状況 

記録範囲 児童手当受給者・対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 児童手当認定請求書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当認定請求書の提出者を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.受給者氏名、6.保護

者氏名、7.手当額、8.所得状況 

記録範囲 児童手当受給者・対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 児童手当現況届 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当支給に係る事務に利用するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.受給者氏名、6.保護

者氏名、7.手当額、8.所得状況 

記録範囲 児童手当受給者・対象児童 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 福祉医療申請書関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療申請者を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.受給者氏名、6.医療

機関、7.医療費、8.支給額 

記録範囲 福祉医療受給者・対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 福祉医療支払関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療支払者、支払実績等を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.受給者氏名、6.医療

機関、7.医療費、8.支給額 

記録範囲 福祉医療受給者・対象者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 資格取喪・変更(年齢到達・転入・転出・転居・死亡） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 要介護認定者の資格を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.要介護度、6.個人番

号、7.被保険者番号 

記録範囲 介護被保険者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 長崎県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 介護保険料賦課決定及び通知 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険料賦課決定及び本人への通知の内容を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.介護保険料、6.徴収

方法、7.所得・収入、8.公的扶助受給、9.世帯状況 

記録範囲 介護被保険者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 長崎県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 認定審査会依頼済（申請書・意見書・調査票） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 認定審査会へ判定を依頼した申請書等を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.電話番号、6.調査内

容、7.主治医意見書、8.要介護度、9.1 次判定内容 

記録範囲 介護保険認定（更新）申請者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 本人が契約する介護サービス事業所等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 結果通知書 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 認定審査の結果を本人等へ通知した記録を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.要介護度、6.認定期

間 

記録範囲 介護保険認定（更新）申請者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 介護保険認定（更新）のための主治医意見書を作成した病院等 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 主治医意見書作成料審査支払い関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 主治医意見書作成料の審査支払内容を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.支払内容 

記録範囲 意見書審査支払対象者 

記録情報の収集方法 審査支払確認票 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 高額介護サービス費関係（支給申請・決定等） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 
高額介護サービス費に係る支給申請及び決定内容等を管理す

るため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.決定内容、6.支給口

座 

記録範囲 高額介護サービス支給対象者 

記録情報の収集方法 審査支払データ、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 国保連 介護給付費審査支払関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 介護給付費審査支払に関する内容を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.審査内容、6.給付内

容 

記録範囲 介護給付費支給対象者 

記録情報の収集方法 審査支払データ、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 給付適正化 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 介護給付を適正に行うために利用するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.審査内容、6.給付内

容 

記録範囲 介護給付費支給対象者 

記録情報の収集方法 審査支払データ、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 給付適正化（ケアプラン点検） 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 介護給付を適正に行うために利用するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.ケアプラン 

記録範囲 新規要介護認定者 

記録情報の収集方法 ケアプラン、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

■法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 町学童保育関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 学童保育運営を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.保護者氏名、6.就労

状況等、7.利用学童クラブ 

記録範囲 学童保育利用者及び保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 延長保育事業関係綴 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 
延長保育利用者の状況を把握し、延長保育事業に係る補助金交

付を適切に行うため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.延長保育利用状況 

記録範囲 延長保育利用者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 保育料賦課・徴収 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課福祉班 

個人情報ファイルの利用目的 保育料の賦課・徴収及び減免に利用するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.保育料、6.減免内容 

記録範囲 保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課福祉班 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】住民福祉課 福祉班 

個人情報ファイルの名称 入所・退所関係 

行政機関等の名称 佐々町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
住民福祉課第２保育所 

個人情報ファイルの利用目的 第 2 保育所に係る入所及び退所を管理するため 

記録項目 

1.氏名、2.生年月日、3.住所、4.性別、5.保護者氏名、6.保育

認定、7.認定期間 

記録範囲 園利用児童及び保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム、審査結果を官公署等 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 - 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）佐々町住民福祉課第２保育所 

（所在地）〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 168 番

地 2 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
- 

個人情報ファイルの種別 

■法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第21条第７項に該当する

ファイル □有 ■無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）： 令和 5 年 3 月 30 日 


